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はじめに 

 

 本校は平成 26 年４月に超高齢化社会における地域医療人材の安定供給を図るととも

に、医療の高度化、複雑化、チーム医療の推進に伴い、質の高い看護師の養成という使

命から、長野県で初めて３年課程の修業年限を４年に延伸いたしました。 

学生一人ひとりの資質を発展させ、自主性、主体性を育むとともに、社会の中で生活

する様々な人間のあり方や価値観を理解し、共感できる豊かな人間性と幅広い視野を養

う。そして、これらを基盤として看護専門職としての総合的な能力を高め、長野県など

広く社会に貢献できる人材を育成する。という教育理念のもと、五つの教育目標を立て、

講義、演習、実習を中心に４年間の学習を丁寧に、らせんのように積み上げる教育を実

践しております。 

令和元年度には、自己評価を行う中で本校の教育に対する考え方や教育活動全般に関

する指針として、教育理念、教育目標に加え、「ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・

ポリシー、アドミッション・ポリシー」の３つのポリシーを策定し、自己点検・評価結

果とともに本報告書で報告し、学校ホームページにて公表しております。 

令和２年度から約３年間、新型コロナウイルス感染症により、本校の教育活動におい

て多大な影響を受ける日々が続きました。特に臨地実習に重点を置いている本校にとっ

ては、臨地実習の形態が学内実習となったり、実習内容等が変更になったりする中で、

その状況に合わせて、学習の保障ができるよう教員が一丸となり、学生とともに創意工

夫の中で対応してまいりました。様々な制限があった中で関係機関、保護者、地域等、

社会の中で学校の運営がなされているということを改めて認識しております。 

一昨年度は、10 年ぶりの保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正を受け、改正

の趣旨を踏まえつつ、学校自己評価を活かしての編成作業を進め、学校管理運営規程を

改正いたしました。現在は１・２年生が新カリキュラム、３・４年生が旧カリキュラム

で教育活動を実施しております。 

今後も引き続き、新カリキュラムの内容や評価についての検討を重ね、学校自己評価

において課題を整理し、今後の教育活動の質の向上、地域関係機関との連携強化に活用

してまいります。さらに、学校教育を充実させるために教職員が一丸となり社会から期

待される人を大切にし、人間力・看護力を身に付けた誇りある看護専門職となるべく、

人材育成に努めていきたいと考えております。 

 

令和５年７月      

長野県須坂看護専門学校 

校長 蔵之内睦美 



目 次 

序 章 

長野県須坂看護専門学校の概要   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 

第１章 学事と組織 

 １ 教育理念・教育目標  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

（１） 教育理念   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

（２） 教育目標    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

（３） ディプロマ・ポリシー（卒業認定・高度専門士の称号授与の方針）・・・・・・ 2 

（４） カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） ・・・・・・・・・・ 3  

（５） アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針） ・・・・・・・・・・・ 4 

 ２ 学校組織    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

（１） 組織・職員  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

（２） 学校運営会議  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

（３） 学内委員会及び会議  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

３ 学生の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

（１） 学年別学生数  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

（２） 入学生の状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

（３） 卒業生の状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

（４） 看護師国家試験合格状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

（５） 人間総合科学大学併修生の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

（６） 修学支援金の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（７） 寄宿舎の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

  

第２章 年間の活動状況 

 １ 学校行事（単位外履修項目） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

 ２ 教育活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

（１） カリキュラム  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

（２） 臨地実習  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

 

第３章 自己点検・評価 

１ 評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

２ 評価項目及び評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

（１） 教育理念・教育目標・方針  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

（２） 教育課程   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

（３） 教育活動・教育指導のあり方   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  19 

（４） 組織・管理運営   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

（５） 教育環境（施設整備）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

（６） 学生の受け入れ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

（７） 卒業生の状況   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

（８） 社会貢献   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

（９） 研修・研究活動   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

（10） 学校評価・法令遵守  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

＜参考資料＞ 

令和４年度 学校自己点検・自己評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

学年目標アンケート結果  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

学生アンケートによる大項目別平均評価点数  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

保護者アンケート結果  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

卒業時の到達度     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  30 



 

-1- 

長野県須坂看護専門学校の概要 

 

１ 設置目的 

本校は「豊かな人間性を培い、看護実践に必要な知識、技術を習得し、自学自習・自

治の精神を養い、保健医療・福祉をとおし、社会に貢献できる看護師の養成」を教育目

的に掲げて、人材育成を行っています。 

 

２ 設置学科・受験資格・修業年限・定員 

  

３ 施設 

（１）所在地   須坂市臥竜２丁目 20 番１号 

（２）敷地面積  １２，０００㎡ 

（３）延べ床面積 

  ・ 校 舎  鉄筋コンクリート造り ３階  １棟  ２，８４５．１１㎡ 

  ・ 体育館  鉄骨造り       １階  １棟    ７６１．６２㎡ 

  ・ 寄宿舎  鉄筋コンクリート造り ３階  １棟  １，３０３．７０㎡ 

  ・ 車庫等  鉄骨造り       １階  ２棟    １２８．６０㎡ 

（４）校舎の状況 

  １階 教務室 事務室 講師室 校長室 研究室 保健室 学生ホール 会議室 

  ２階 普通教室（１～４） 演習室 図書室 

  ３階 看護実習室（１､２） 視聴覚教室 ＯＡ教室 

 

４ 沿革 

 昭和 34 年８月  長野県須坂病院附属高等看護学院（２年課程）を県立須坂病院に 

付置 

昭和 55 年４月  学校教育法に基づく専修学校となり、校名を長野県立須坂病院付属 

看護専門学校と改称 

平成 ５年４月   ３年課程を併設して、校舎を須坂市臥竜（旧小山）に新築移転し、 

校名を長野県須坂看護専門学校と改称 

平成 26 年３月  長野県看護専門学校管理規則の一部改正 平成 26 年３月に２年課程

を閉科 

平成 26 年４月  ３年課程の修業年限を４年に延伸、通信制大学との提携による選択 

併修制を導入 

 

設 置 学 科 受  験  資  格 修業年限 入学定員 総定員 

看護学科 

（３年課程） 
高等学校を卒業した者等 ４年 40 人 160 人 
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第１章 学事と組織 

 

１ 教育理念・教育目標 

（１） 教育理念 

本校は、県における県立看護専門学校のあり方検討を経て、平成 26 年４月、県下初

の４年制看護専門学校に移行した。通信制大学との提携による選択併修制を導入し、

医療専門課程高度専門士のほか大学卒業・学士の学位も取得できるカリキュラムに変

更した。 

高度医療の進展、看護業務の拡大、少子高齢化による医療ニーズの高まりの中で、 

 基礎的知識や技術の一つひとつを確実に身につけ、臨地実習に重点を置いた学習を積

み上げて、実践力の高い看護師の養成を目指している。 

 

 ○本校の教育理念 

学生一人ひとりの資質を発展させ、自主性、主体性を育むとともに、社会の中で生

活する様々な人間のあり方や価値観を理解し、共感できる豊かな人間性と幅広い視野

を養う。 

これらを基盤として看護専門職としての総合的な能力を高め、長野県等広く社会に

貢献できる人材を育成する。 

 

（２） 教育目標 

  ア 一人ひとりの人間がかけがえのない存在であることを理解するために、必要な

知識と感性を身につけ、相互に信頼関係を築くことができる能力を養う。 

  イ 自己への深い洞察力と物事への豊かな想像力をもち、倫理的な判断に基づいて  

行動することができる能力を養う。 

  ウ 対象を専門的知識、技術をもとに総合的に理解し、看護実践に活かすことができ 

    る能力を養う。 

  エ 自らを向上させるために主体的に学習を継続する能力を養う。 

  オ 社会の変化に対応し、長野県等地域社会に寄与する能力を養う。 

 

（３） ディプロマ・ポリシー（卒業認定・高度専門士の称号付与の方針） 

   本校の教育課程に沿って研鑽に努め、卒業要件を満たす所定の単位を修得し、以下の

能力を身につけた者に対して卒業を認定し、医療専門課程の高度専門士の称号を付与

する。 

  ○豊かな人間性と幅広い視野を備え、社会の中で生活する様々な人のあり方と価値観 

を理解し、共感することができる。 

  ○看護の対象となる人と生命の尊厳を守り、豊かな感性と知識をもとに相互に信頼関 

係を築くことができる。 

  ○自己への深い洞察力と物事への豊かな想像力を持ち、倫理的な判断に基づいて行動   

することができる。 

  〇対象を専門的知識、技術をもとに総合的に理解し、科学的根拠のある看護を実践 

することができる。 
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  ○看護の専門性を自主的・主体的に学び、生涯にわたり向上させていくことができ 

る。 

  ○社会の変化に対応し、地域の保健・医療・福祉・教育等の関係者と協働し、地域社 

会に寄与することができる。 

 

（４） カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

   本校における教育課程は、看護教育・人間教育における生涯学習の出発点となる基

礎的能力を培う課程であり、一生涯学び続けるための土台と位置づけている。 

   本校のディプロマ・ポリシーに基づき、学生一人ひとりの資質を発展させ、看護職

として必要な豊かな人間性と倫理観を育成し、基盤的知識を獲得できるように教育課

程を令和４年度１年生から新カリキュラムとなり「基礎分野」「専門基礎分野」「専門

分野」の３分野で編成している。 

４年間を通じて段階的に修得できるように各学年目標を定め、「自学自習」「人と学

ぶ・人から学ぶ」ことを重視したカリキュラム構成としている。 

講義、演習、実習、体験学習などにグループワークや学年交流できる構成を多く取

り入れ、協調性やプレゼンテーション力の育成を行う。また、実習はプロジェクト学

習と丁寧な振り返りによる自己成長の確認を行うなど、４年間の学習を丁寧に、らせ

んのように積み上げる授業構成としている。（以下新カリキュラムの構成） 

 

 【基礎分野】 

  「科学的思考の基盤」「人間と生活・社会の理解」に関する科目を配置し、人間と生

活・社会を幅広く理解できる内容とする。また、自由で主体的な判断と行動を促し、創

造力を高めるとともに、社会性を身につけるための基礎的能力を養う。 

 

【専門基礎分野】 

「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進「健康支援と社会保障制度」に

関する科目を配置し、健康問題」を理解し、観察力・判断力を強化する内容とする。

また、健康や障害の状態に応じて社会資源を活用できるような基礎的能力を養う。 

 

 【専門分野】 

  「基礎看護学」に関する科目を配置し､看護全般の概念を捉え､各看護学の基盤とな

る知識や技術を身につける。 

  「地域・在宅看護論」に関する科目を配置し、地域で生活する人々とその家族を理解 

 するとともに。地域における様々な場での看護の基礎を学ぶ内容とする。 

  「成人看護学」「老年看護学」「小児看護学」「母性看護学」「精神看護学」に関する科

目を配置し、各看護学における看護の対象を理解するとともに、健康の増進・疾病の予

防・健康の回復・苦痛の緩和等に関する知識を深め、看護実践能力の向上を図る内容と

する。 

  「看護の統合と実践」に関する科目を配置し、知識、技術を発展させ、より実践に近

い形での看護実践力を身につける。 
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○ 学年目標 
  ア １学年 

自分と自分を取り巻く人々に関心を寄せ、自分も含め人を大切にする 

・日々の学習活動を振り返り、看護の学び方を身につける。 

・基本的な看護技術を学び自己の技術の向上を目指す。 

・看護学生として自己の健康管理を意識して生活する。 

・看護学生としての自覚を持って行動する。 

・クラス活動・地域活動を通して他者と良好なコミュニケーションを図る。 

  イ ２学年 

自らを向上させるために主体的に学習に取り組み、基礎的な学力の定着を図る 

・学習課題を見出して解決に向けて自ら取り組む。 

・対象に合わせた安全・安楽な援助を実践する。 

・自分の考えを持ち、それを表現する。 

・自己管理能力を高め、計画的に行動する。 

・自己の役割を意識し協力し合うことで集団としての力を発揮する。 

  ウ ３学年 

自己の看護実践を通して、看護を探求し看護について考える 

・学んだ知識を関連づけて、学習を発展させる。 

・対象の状況を見極め、より個別的な看護を考え実践する。 

・自己の援助を振り返り、看護の意味づけができる。 

・倫理的感受性を高め、自らの行動が他者に与える影響を考え行動する。 

・他者との関わりの中で調整力・交渉力を身につける。 

 エ ４学年 

看護専門職として必要な総合的能力を養う 

・自己の課題達成に向けて必要な学習に継続して取り組む。 

・広い視野を持ち、対象に合わせた看護を実践する。 

・体験を考察し、自己の看護観を明確にする。 

・倫理的判断に基づいて責任ある行動がとれる。 

・卒業学年としての自覚を持ち、先を見通し積極的に行動する。 

 

  （参考）カリキュラム（P12） 

 

（５） アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針） 

本校は、豊かな人間性と確かな知識・技術を持ち、社会に貢献することのできる看 

護実践者を育成することを目指している。 

カリキュラム・ポリシーに基づいて学修を重ね、修業年限内に卒業要件を満たし、 

国家試験に合格するためには入学にあたって一定以上の学力を備えていることが必要 

条件となる。また、ディプロマ・ポリシーに掲げる能力を身につけるために、以下の 

ような学生を求めている。 

  ○看護師になりたいという明確な意思のある人 
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 ○学ぶ意識と自らを成長させようという努力を怠らない人 

○自ら考えることができ、考えたことを簡潔・明瞭にまとめて表現できる人 

  ○相手の立場を理解し、柔軟にコミュニケーションできる人 

  ○社会の出来事や人に関心を持ち、情報を集める力のある人 

 ○協調性があり、場にふさわしい行動がとれる人 

  

  以上を踏まえ、当校の入学者選抜は公募制推薦入学試験、社会人入学試験、一般入学

試験の３区分で行い、調査書及び学力試験においては基礎学力に関する評価を行う。ま

た、人物考査では小論文や複数の面接委員による面接を行い、学力試験と人物考査双方

が一定の基準以上であるものに入学を認める。 

  学習面においては、入学後の専門科目の学習に備えて理科系科目（生物、化学、物

理、数学）及び国語や英語を十分に学習しておくことが求められる。また、看護におい

ては生活を整える力や観察・気づきの力が求められることから、多くの人と触れ合う機

会を持ち、日常生活における経験をできるだけ多くしておくことが望ましい。 

 

２ 学校組織 

（１）組織・職員 

   本校の設置主体は県であり、知事の指揮監督の下に置かれ、予算については毎年県

議会の承認を得るとともに、執行状況について監査委員の監査を受けている。 

   こうした体系の中で、学内体制は以下のようになっている。 

 

ア 職 員（令和４年度） 

   校長    副校長    教務主任(1) ― 専任教員(11)(うち実習調整者１人) 

                                 

         事務長     会計年度職員(4) 

        

         学校医(1)  （長野県立信州医療センター医師） 

    

イ 講 師（非常勤外来講師）   

                   令和４年度(人) 

科  目 講師人数 

基礎関係科目 14 

専門基礎関係科目 48 

専門関係科目 53 

合   計 115 

     

大学等の教員、医療機関の医師や看護師、関係機関等に勤務する職員等、専門分

野ごとに実務経験を活かせる講師を依頼している。 
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（２）学校運営会議 

本会議は地域のニーズ及び時代の変化に即応し、効率的かつ効果的な学校運営を確保す

るために設置されている。 

  学内規程として「長野県須坂看護専門学校運営会議規程」を設け、社会や医療分野

のニーズ等を踏まえた意見を反映させられるように、外部委員５名の出席を得て実施し

ている。 

 

     

 

ア 令和４年度長野県須坂看護専門学校運営会議外部委員構成団体名簿 

 

 

 

 

イ 令和４年度 開催状況 

 

 

 

 

 

 

区分 職 所属 選定理由 

地方公共団体 
健康福祉 

部長 
須坂市 地域のニーズを反映させるため 

看護現場 会長 
長野県 

看護協会 

求められる看護人材について看護協会に集

約されたニーズを反映させるため 

学識経験者 院長 
信州医療 

センター 

必要とされる看護人材について医療現場の

ニーズを反映させるため 

卒業生 
同窓会 

会長 

信州医療 

センター 

履修内容と現場に必要な人材教育を比較検

討した上での意見が反映できるため 

保護者 
保護者会 

会長 
こぶしの会 

保護者の観点から学校運営に対する意見を

反映させるため 

開催日 参加者 資料の内容 

７月 13 日(水) 

 

外部委員５名 

 

令和３年度学校自己評価報告書 

令和４年度学校概況書 

2022 年度学生便覧 

2023 年度学校案内 
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（３）学内委員会及び会議 

  学校の管理運営のため、以下の委員会及び会議を置き、円滑な学校運営に努めてい

る。 

 

会議名 構 成 員 内     容 開催頻度 

管理運営 

委員会 

校長、副校長、事務長、 

教務主任、専任教員、  

進路アドバイザー、校長 

が必要と認める者 

学校管理運営に関すること 

寮運営に関すること 

自己点検・学校評価に関すること 

随時 

職員会議 職員全員 
月間予定、庶務連絡 

学校行事等の企画・検討 
毎月１回 

教務会議 
教務主任 

専任教員 

カリキュラム検討 

教育内容の調整 

学生の臨地実習に関すること 

学生の個別指導方針 

業務内容の調整に関すること 

毎月 

１～２回 

講師会議 
校長、副校長、 

教務主任、専任教員 

単位認定に係ること 

学籍に関すること 

講師の選任に関すること 

随時 

実習指導 

運営会議 

校長、副校長、教務主任、 

実習調整者、専任教員、 

実習施設の看護部長、 

病棟師長 等 

実習指導に関すること 
年間計画に 

よる 

 

＊令和３年３月から「カリキュラム改正検討会」14 回実施 

 

 

 

３ 学生の状況 

（１）学年別学生数                         

    令和４年４月１日現在 （人） 

 

 

 

課  程 修業年限 入学定員 総定員 在 学 生 数 

看護学科 

３年課程 
４年 40 160 

１学年 42 （  4） 

２学年 43 （ 3） 

３学年 34 （ 2） 

４学年 35 （ 0） 

 計 154  （  9） 

（ ）内は男子学生再掲 
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（２）入学生の状況 

 

 

１） 受験者数及び入学者数                         （人） 

県外
者

再掲

男子
再掲

男子
再掲

男子
再掲

県外
者

再掲

男子
再掲

男子
再掲

男子
再掲

県外
者

再掲

男子
再掲

男子
再掲

男子
再掲

県外
者

再掲

男子
再掲

男子
再掲

男子
再掲

63 (2) (8) 22 (1) 6 (4) 31 (1) (4) 22 (1) 2 (2) 43 (1) (6) 31 (1) 5 (1) 41 (1) (6) 38 (3) 3 (1)

22 (0) (0) 16 (0) 1 (0) 15 (1) (1) 21 (1) 0 (0) 15 (1) (2) 23 (1) 2 (0) 16 (3) 25 (1) 1

一 般 一 般

入学
者数

推 薦 社会人

内訳

令和4年度

一 般 推 薦 社会人

令和3年度

一 般

受験
者数

令和2年度令和元年（平成31年）度

社会人推 薦 推 薦 社会人

年度

 

 

 

 

 

 

２）入学者の一般最終学歴の状況                     （人） 

年    度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 

① 入  学  者  数  37 39 36 40 42 

 

 ② 高等学校卒業入学者 

( )内は既卒者 
36 38(１) 35(１) 37(2) 40 

②/① 高等学校卒業が 

入学者に占める割合（%） 
97.3% 97.4% 97.2% 92.5% 95.2% 

 

③ 高等学校卒業程度 

認定試験による入学者 
0  0  1  0  0  

 
大学卒業者 (ｲ) 0 1 0 2 0 

 
短期大学卒業者 (ﾛ) 0 0 0 0 0 

 

その他各種専修学校 

卒業者等(ﾊ) 
1 0 0 1 2 

 
 ④ 計 (ｲ+ﾛ+ﾊ) 1 1 0 3 2 

 

④/① 大学・短大・専修学校 

卒業の入学者に占める割合（%） 
2.7% 2.6% 0.0% 7.5% 4.8% 
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（３）卒業生の状況（令和４年度末） 

１）卒業生の総数      1,889 人 

２）卒業生の進路状況（卒業時点）                   （人） 

 
年 度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 

 卒 業 生 数 28 37 32 38 35 

 
就
職 

県
内 

県立病院 3 6 8 5 4 

 他の病院等 22 23 20 28 28 

 
県外の病院 3 6 4 2 2 

 計 28 35 32 35 34 

 
進   学 0 2 0 2 1 

 
そ の 他 0 0 0 1 0 

 

（４）看護師国家試験合格状況                    (人) 

年  度 
平成 30 年度 

2019 年 3 月 

令和元年度 

2020 年 3 月 

令和 2 年度 

2021 年 3 月 

令和 3 年度 

2022 年 3 月 

令和 4 年度 

2023 年 3 月 

 受 験 者 数  28 37 32 38 35 

合 格 者 数 28 37 32 38 35 

合 格 率 (％) 100 100  100  100  100  

全国新卒者合

格率（％） 
94.7 94.7  95.4  96.5  95.7  

全国合格率（％） 89.3 89.2 90.4 91.3 90.8 

 

 

（５）人間総合科学大学併修生の状況                  (人) 

年     度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 

１学年 13 4 9 2 3 

２学年  8 11 4 9 1 

３学年 11 8 11(1) 4 9 

４学年 8 11(2) 9 11 3 

計 40 34（2） 33(1) 26 16 
                      

※（  ）内は併修の休学者 
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（６）修学支援金の状況 

 １）修学支援金等の制度の概要（令和４年度） 

ア 長野県看護職員修学資金                  月額 32,000 円   

看護職員の確保が困難な中小規模医療施設等への就業誘導を目的とする。 

（病床数 200 床未満の病院等に、５年間継続勤務の免除要件あり）  

                         

イ 奨学金（日本学生支援機構）      

   ・給付：給付による奨学金          月額   9,800 円～66,700 円            

   ・１種：無利子貸付による奨学金         月額 20,000 円～51,000 円    

・２種:利子付貸付(上限３％)による奨学金   月額 20,000 円～120,000 円   

         

 ２）修学支援金等の利用状況                           

(人) 

    項目 

学 

年 

長野県 

看護職員 

修学資金 

奨学金（日本学生支援機構） 
在校生数 

 

(R5.3.1) 給付 
1 種 

(無利子貸付) 

2 種 

(利子付貸付 

（上限 3％）) 

1 学年 1 5 9 4 42 

2 学年 2 5 6 4 38 

3 学年 1 4 5 5 34 

4 学年 1 6 6 2 35 

計 5 20 26 15 149 

 

（７）寄宿舎の状況 

 １）居室数 全４８室 （和室２２室、洋室２６室） 

    居室：一人部屋、居室 12.15 ㎡、バルコニー 3.2 

    トイレ、風呂、食堂及び洗濯室は共同 

２）入寮状況                                  （人） 

年     度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

１学年 13 13 12 8 8 

２学年 11 13 12 12 10 

３学年 10 11 12 13 8 

４学年 11 11 12 12 12 

計 45 48 48 45 38 
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第２章 年間の活動状況 

 

１ 学校行事（単位外履修項目）   

            

 ＊新型コロナウィルス感染症感染防止対策のため、今後変更あり    （令和４年度） 

 項   目 ね   ら   い 時 期 参加学年 

入  学 式 

卒 業 式 
  

４月  

３月 

１年生 

４年生 

始 業 式 

終 業 式 

 学年毎の学ぶ目標を確認・ふり返る機会 

 とし、次の学習に生かす節目とする。 

４月  ２.３.４年生 

３月  １.２.３年生 

健 康 診 断 

（１）自分の健康状態を正しく理解する。 

５月 全学年 （２）健康的な生活について見直し、日頃の保

健行動を向上させる。 

ナイチンゲール祭 
 ナイチンゲールの業績に学び、自主的な社会参

加を行い、今後の学習に活かす。 
５月 １．２年生 

誓いのとき 
 学習過程を振り返り、看護を学ぶ意義を見つめ

る。 
５月 ２学年 

防 災 訓 練 
（１）身近な災害等における基本的行動学ぶ。 

（２）安全管理についての意識を高める。 

４月 

11 月 
全学年 

学校祭 

（１）様々な活動を通して創造性を養う。 

（２）企画・運営を通してリーダーシップ 

      を養う。 

（３）各自が役割を持って参加し、学生相互と

クラス間の親睦を深める。 

７月 
全学年 

（非公開１日） 

事例研究発表会 
（１）研究的態度について学ぶ。 

（２）学生相互に協力して学びあう姿勢養う。 

県 11 月 
講演会のみ 

Ｚｏｏｍ対応 

校内 

２月 

３年生 

２年生 

ホームルーム 
 クラスづくりや集団の問題解決の場と 

 する。 
随時 全学年 

看護学会・講演

会等への参加 

（１）専門職としての看護の動向や役割学ぶ。 

（２）視野を広め、豊かな人間性を養う。 
随時 中止 
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２ 教育活動（１）カリキュラム               （令和４年度） 

１学年 (新カリキュラム) 

科     目 講師 単位 時間 

基
礎
分
野 

科
学
的
思
考 

基
盤 

社会学 大学教授 1 30 

情報統計学 大学教授 1 30 

看護物理学 元大学助教授 1 15 

人
間

生
活

社
会

 

理
解 

心理学Ⅰ  臨床心理士 1 30 

心理学Ⅱ  臨床心理士 1 30 

日本語表現Ⅰ 前短期大学助教 1 30 

英語Ⅰ   1 30 

体育   1 30 

専
門
基
礎
分
野 

人
体

構
造

機
能 

形態機能学Ⅰ  大学講師 1 30 

形態機能学Ⅱ    大学講師 1 30 

形態機能学Ⅲ  大学講師 1 30 

生化学  大学准教授 1 15 

疾
病

成

立

 

病理学  病院病理学医師 1 15 

微生物学  元大学助教 1 30 

健
康

社
会

保
障 

保健医療論  病院医師（院長） 1 15 

専
門
分
野 

基
礎 

看護学概論  専任教員 1 30 

看護理論  専任教員 1 15 

コミュニケーション技術  保健師 1 30 

基礎看護技術Ⅰ(BM・感染）  専任教員 1 30 

基礎看護技術Ⅱ(体位・睡眠）  専任教員 1 20 

基礎看護技術Ⅲ（食事・排泄）   専任教員 1 30 

基礎看護技術Ⅳ（清潔）  専任教員 2 45 

フィジカルアセスメントⅠ（VS）  専任教員 1 30 

臨床看護総論(経過・症状）  専任教員 1 30 

看護過程Ⅰ  専任教員 1 30 

地域・ 

在宅 
地域・社会学演習  専任教員 1 20 

成人 成人看護学概論  専任教員 1 30 

老年 老年看護学概論  専任教員 1 30 

母性 母性看護学概論  専任教員 1 30 

科目単位数及び時間数の計 30 790 

実習 基礎看護学実習Ⅰ 専任教員 2 60 

実習単位数及び時間数の計 2 60 

      総計 32 850 
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  ２学年 （旧カリキュラム） 

科     目 講師 単位 時間 

基礎 

 
 

人間関係論Ⅱ(野外・接遇) 元大学非常勤講師 1 30 

専
門
基
礎
分
野 

疾
病

成

立

回
復

促
進 

疾病と治療論Ⅰ（呼吸・循環） 医師 1 30 

疾病と治療論Ⅱ（消・内分・代謝） 医師 1 30 

疾病と治療論Ⅲ（運動・生殖・泌） 医師 1 30 

疾病と治療論Ⅴ（小児） 医師 1 20 

薬理学 薬剤師 1 30 

治療論 医師 1 20 

リハビリテーション学 理学療法士 1 15 

専
門
分
野
Ⅰ 

基
礎 

臨床看護総論Ⅱ（注射等） 専任教員 1 30 

看護過程Ⅱ 専任教員 1 15 

事例演習 専任教員 1 30 

基礎看護方法Ⅱ 専任教員 1 30 

専
門
分
野
Ⅱ 

成
人 

成人援助論Ⅰ〔回復期(運・脳・消・乳・生

殖)〕 
看護師 1 30 

成人看護方法Ⅰ 専任教員 1 20 

老
年 

老年援助論Ⅰ（生活・症状看護） 専任教員 1 30 

老年援助論Ⅱ（疾患別看護） 看護師 1 30 

老年看護方法Ⅰ 専任教員 1 15 

小
児 

小児看護学概論 専任教員 1 30 

小児援助論Ⅰ（症状・技術） 看護師 1 30 

小児看護方法Ⅰ 専任教員 1 15 

母
性 

母性看護学概論 専任教員 1 30 

母性援助論Ⅰ 助産師 1 30 

精
神 

精神看護学概論 専任教員 1 30 

精神援助論Ⅰ（疾患） 医師 1 30 

科目単位数及び時間数の計 24 630 

実習 

基礎看護学実習Ⅱ 専任教員 2 90 

成人看護学実習Ⅰ 専任教員 2 90 

老年看護学実習Ⅰ 専任教員 2 90 

小児看護学実習Ⅰ 専任教員 1 45 

実習単位数及び時間数の計 7 315 

      総計 31 945 
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  ３学年 （旧カリキュラム） 

科     目 講師 単位 時間 

基
礎
分
野 

論理学 大学専任講師 1 30 

音楽表現 元大学教授 1 30 

専
門
基
礎
分
野 

臨床検査 医師 1 15 

看護栄養学 短期大学教授 1 30 

社会福祉論 元ケースワーカー 2 30 

公衆衛生 校長 2 30 

関係法規  1 15 

専
門
分
野
Ⅰ 

基
礎 

フィジカルアセスメント 看護師 1 30 

看護研究の基礎 大学教授 1 15 

事例研究 専任教員 1 30 

専
門
分
野
Ⅱ 

成
人 

成人援助論Ⅱ〔慢性期（内、代・呼・腎〕 看護師 1 30 

成人援助論Ⅲ（周手術期・循環） 看護師 1 30 

成人看護方法Ⅱ 専任教員 1 15 

老
年 

老年援助論Ⅲ（技術） 専任教員 1 15 

老年看護方法Ⅱ 専任教員 1 15 

小 小児援助論Ⅱ（疾患別看護） 看護師 1 30 

母
性 

母性援助論Ⅱ 助産師 1 30 

母性援助論Ⅲ 専任教員 1 15 

精
神 

精神援助論Ⅱ（疾患別看護） 看護師 1 30 

精神看護方法 専任教員 1 30 

統
合
分
野 

在
宅 

在宅看護概論 専任教員 1 30 

在宅援助論Ⅰ 専任教員 1 15 

在宅援助論Ⅱ 看護師 1 30 

統
合

実
践 

総合看護Ⅰ(医療安全） 看護師 1 15 

総合看護Ⅱ(感染） 看護師 1 15 

総合看護Ⅴ(治・処・技） 看護師 2 45 

科目単位数及び時間数の計 29 645 

実習 

老年看護学実習Ⅱ 専任教員 2 90 

成人看護学実習Ⅱ 専任教員 2 90 

精神看護学実習 専任教員 2 90 

    実習単位数及び時間数の計   6 270 

      総計 35 915 
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４学年 （旧カリキュラム） 

科     目  単位 時間 

基
礎
分
野 

哲学 大学講師 1 15 

教育学 大学教授 1 30 

英語Ⅱ 大学教授 1 30 

生物学 大学教授 1 15 

人間関係論Ⅰ(対人) 心理療法士 1 30 

専門基礎分野 疾病と治療論Ⅳ（脳・感覚・歯） 医師 1 30 

専
門
分
野
Ⅱ 

成
人 

成人援助論Ⅳ(終末期) 看護師 1 30 

成人看護方法Ⅲ 専任教員 1 15 

小
児 

小児援助論Ⅲ（状況別看護） 看護師 1 15 

小児看護方法Ⅱ 専任教員 1 15 

精 精神援助論Ⅲ 看護師 1 15 

母 母性看護方法 専任教員 1 30 

 
 在

宅 

在宅援助論Ⅲ（技術） 看護師 1 15 

 
 在宅看護方法 専任教員 1 30 

統
合
分
野 

看
護

統
合

実
践 

家族看護論 看護師 1 15 

総合看護Ⅲ(災害看護） 看護師 1 20 

総合看護Ⅳ(看護管理） 看護師 1 15 

総合看護Ⅵ(統合技術） 専任教員 2 45 

総合看護方法 専任教員 1 30 

科目単位及び時間の数 20 440 

実習 

母性看護実習 専任教員 2 90 

小児看護学実習Ⅱ 専任教員 2 90 

成人看護学実習Ⅲ 専任教員 2 90 

在宅看護実習 専任教員 2 90 

統合実習 専任教員 2 90 

    
実習単位及び時間数の計 

  
10 450 

  
    総計 30 890 
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（２）臨地実習 

 １）目的 

   対象を専門的知識、技術をもとに総合的に理解し、個々に応じた看護ができる 

能力を養う。 

 ２）目標 

  ア 知識、技術、態度を統合し、対象に応じた看護ができる。 

  イ 保健医療福祉チームの一員としての行動ができる。 

  ウ 実践をとおして看護を追求し、自己への深い洞察から看護観を形成できる。 

 ３）実習施設一覧     〇実施  △学内に変更等       （令和 4 年度) 

種
別 

実  習  施  設 
基礎看護 

在宅 成人 老年 小児 母性 精神 統合 
Ⅰ Ⅱ 

病 
県立信州医療センター ○ 〇   △ △ △ △   △ 

県立信州医療センター・在宅診療部     △             

病 県立こころの医療センター駒ヶ根               △   

病 （厚）北信総合病院 ○ 〇  △ △  △ △   △ 

病 飯山赤十字病院   〇     〇       〇 

病 こども病院      〇    

病 稲荷山医療福祉センター           △       

訪 訪問看護ステーションなかの     △             

訪 飯山赤十字訪問看護ステーション     〇             

訪 NPO 法人パウル会訪問看護ステーション希望     〇             

訪 須高訪問看護ステーション     〇             

保 須坂市保健センター     〇             

保 中野市保健センター     〇             

育 須坂市立  相之島保育園      〇    

育 〃   井上保育園             ○       

育   〃   北旭ケ丘保育園             ○       

育   〃   須坂保育園             ○       

育   〃   須坂東部保育園             ○       

育   〃   高甫保育園             ○       

育   〃   千曲保育園             ○       

育   〃   豊丘保育園         〇       

育   〃   仁礼保育園              ○       

育   〃   日野保育園              ○       

高 高齢者総合福祉施設 須坂やすらぎの園           △         

高 介護老人保健施設  ウィングラス           △         

高 地域密着型 特別養護老人ホームそのさと           △         

高 北信総合病院老人保健施設  もえぎ           △         
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高 介護老人福祉施設 豊野清風園           △         

高 ケアネットデイサービスセンター長野第一           △         

高 看護小規模多機能型居宅介護 さくらの園           △         

高 高山おんせん朝日ホーム           △         

高 朝日おんせんリハビリテーションセンター           △         

高 デイサービスセンター がりゅうの里           △         

高   〃  宅老所 たつまち           △         

高 宅幼老所 なずな豊丘           △         

高 宅老所 赤とんぼ           △         

高 宅幼老所 お福星       △         

社 ライフサポートりんどう                 〇   

社 
生活介護・就労継続支援 B 型 

須坂ひだまり作業所 
                〇   

社 
就労継続支援 B 型地域活動支援センター 

  ワークホームみすみ草 
                〇   

社 就労継続支援Ａ型 ハルルＡ型                 〇   

社 就労継続支援 B 型 ハルルＢ型                 〇   

社 児童発達支援センター にじいろキッズ       〇             

                    

 

※種別  病：病院    訪：訪問看護ステーション   保：市町村保健センター   

育：保育園   高：高齢者保健福祉施設等   社：社会福祉施設 
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第３章 自己点検・評価  

 

１ 評価方法 

  評価実施にあたっては「看護師等養成所の教育活動等に関する自己評価指針作成検討

会報告書(平成 15 年７月)」及び「専修学校における学校評価ガイドライン（平成 25 年

３月）」等を参照して評価項目を設定した。 

教職員による評価項目の自己評価を基本とし、学生及び保護者にアンケートを実施し

（内容及び結果は巻末に掲載）、学生は５段階評価（５：とても思う ４：やや思う ３：

どちらでもない ２：あまり思わない １：全く思わない）、保護者は４段階評価（４：

とても思う ３：やや思う ２：あまり思わない １：全く思わない ０：わからない・

知らない）の結果を加え、総合的に評価を行った。 

令和２年度から「卒業時の到達度」及び「技術項目の卒業時の到達度」の調査を開始

した。「卒業時の到達度」は４段階評価（４：当てはまる ３：ほぼ当てはまる ２：や

や当てはまる １：当てはまらない）、「技術項目の卒業時の到達度」は国の基準を標記

し４段階評価（Ⅰ：単独で実施できる Ⅱ：指導の下で実施できる Ⅲ：学内演習で実

施できる Ⅳ：知識としてわかる）とした。 

また、４年制となり５回の卒業生を輩出した令和４年度末に４年制の看護専門学校と

しての教育に対する評価（22 期生～25 期生）「卒業生への調査」をオンラインにより実

施した。 

 

２ 評価項目及び評価結果 

  教職員に行った自己評価項目と評価点数を別紙１に示す。 

各評価項目は以下の４段階とした。 

  ４：当てはまる ３：ほぼ当てはまる ２：やや当てはまる １：当てはまらない 

  下位項目の質問項目ごとに平均評価点数を算出し、さらに下位項目の分類、大項目  

ごとに平均点を算出した。                 

  以下、評価項目の大項目で分類し、評価の概要と今後の課題について述べる。 

 

（１）教育理念・教育目標・方針 

  本校の教育理念・目標は「学生の資質を発展させ、自主性・主体性を育むとともに、

豊かな人間性と幅広い視野を養い、看護専門職としての総合的な能力を高め、広く社会

に貢献できる人材を育成する」こととしている。 

  目標の達成に向けて学生便覧、カリキュラム冊子、実習要項及び学校案内に掲載し、

あわせて、学年ごとの到達目標も設定しており、毎年、年度初めに各学年に対して学生

便覧を用いて確認し、目的・目標をもって学修に臨むことができるように働きかけてい

る。この点について学生の結果を見ると、評価は全学年平均で 4.2 点（５段階評価）で

あり、概ね教育理念・目標に沿った指導・教育がなされていると評価できる。これに対

し、教職員の結果は「教育理念・目標・方針が学生に浸透しているか」「卒業時点におい

て期待する姿になっているか」の点数がやや低かった。教育理念・目標・方針について
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は、３つのポリシーを策定し、学生の指針として説明をしているが、現在は少子超高齢

社会の真っただ中にあり、看護師には地域包括ケアシステムの構築や介護・在宅医療の

分野でもこれまで以上に力を発揮することが求められており、令和４年度入学生から導

入されたカリキュラム改正を踏まえ、社会変化、ニーズに対応できることが要求されて

いる。それを受けて教職員はますます卒業時に対応できる教育に関して今後も見直しを

かけ評価していく必要があると考えているためものであると考える。 

 

（２）教育課程 

「カリキュラムの立案」「カリキュラムの効果的編成」の下位項目の評価は概ね良好で

あり、これは教育理念・目標・方針に沿った教育課程を編成し実施していることによる

と思われる。 

令和４年度のカリキュラム改正により基礎分野、専門基礎分野、専門分野は看護の基

礎から専門領域へ学びを深め４年間の中で系統立てて学べるように科目設定を行い、災

害看護の講義、緩和ケア病棟の見学等も導入し、社会のニーズや変化に合わせた内容に

なるように組み立てた。さらに、人間総合科学大学（通信制）と提携しており、希望者

は選択併修制により人間科学学士の取得が可能となっている。 

科目のねらいや目標は学生便覧、カリキュラム冊子、各科目のシラバスに記載され、

評価基準についても学生便覧に明記している。 

令和４年度入学生からの新カリキュラム導入に向けて、教育理念・目標・方針も含め、

それぞれの授業科目との関連も整理し、カリキュラムの評価、検討、修正を行った。 

令和元年度から学生に対して科目別満足度調査及び実習満足度調査を実施したが、カ

リキュラム改正により令和４年度は一旦中止しており、新カリキュラムに応じた取り組

みの評価を検討していくことが求められる。 

 

（３）教育活動・教育指導のあり方 

  当校は履修単位全てが必修であり、このことを学校説明会、入学ガイダンス及び年度

初めの各学年ガイダンス等で周知している。また、年度当初に学生自らの年度目標の作

成と面接を行い、学修に臨む態度や生活について相談を行い指導をするとともに、単位

取得が困難な者に対しては個別面接を随時実施して支援を行い、年度末に成長エントリ

ー、成長報告書を使い自身の成長を確認するなど、丁寧な学生支援を心がけている。 

病院実習に当たっては、受け入れ病院に参加いただく「実習指導運営会議」「実習指導

者連絡会議」等を開催し、円滑な実施のための調整を行っている。また、実習後には報

告会を開催し、学生間の学びの共有を行い、実習病院指導者には「実習の学び」の資料

を確認いただくなど、より質の高い実習ができることを目指している。 

 新型コロナウイルス感染症のため実習が制限されていた２年間の振り返りから、令和

４年度は実習病院の協力により、少しでも長く臨床での経験ができるよう実習病院に各

段の配慮をしていただいた。実習可能な病棟にはグループ編成をし直し、患者の安全性

と学習に支障のないよう応援教員を派遣するなどの対応を行い、概ね計画していた実習

を終了することができた。 



 

- 20 - 

 

学生の実習目標達成に関する結果は全項目で４点以上の結果であり、目標達成につい

て「とても思う」「やや思う」の割合は高く、「全く思わない」という回答はなかった。 

卒業時に調査した「卒業時の到達度」はおおむね 3.5 点以上あり、「当てはまる」、「ほ

ぼ当てはまる」が多いことがうかがえる。「技術項目の卒業時の到達度」では評価方法が

他の調査と異なっているため、評価の付け方に迷っている様子がうかがえた。国の基準

ではⅠ（単独でできる）であっても、「実施できる」とするⅠ、Ⅱ（指導の下で実施でき

る）、Ⅲ（学内実習で実施できる）と回答していることが分かった。この結果は実習での

体験が学生ごとに違うことによると考えられる。 

職員の自己評価で特に評価に影響した項目は「他の教員が参観、評価できる体制にな

っているか」「授業終了時に、評価表による学生からの評価を実施しているか」「教員間

での授業評価が行われているか」が依然として低かったことによる。令和元年度から令

和３年度まで４年制カリキュラムの評価、教員資質向上のため科目満足度調査や実習満

足度調査を実施していたが、カリキュラム改正への移行期となったことで令和４年度は

一旦中止した。実習指導で他教員の授業参観ができない等の理由から、教員は授業評価

の重要さを認識しつつも、十分行えていないと感じていることがうかがえた。 

 また、教育活動に影響のある状況として、昨今の看護師養成機関の急増があげられる。

実習病院への看護学生の受け入れ要請が急増し、その受け入れ体制が変化してきている。

これに対応するため、病院実習内容と指導者の役割分担などについて検討が必要である

が、現在の本校の教員体制では十分な教員の配置が難しく、対策が急務であると考える。 

次年度これらの課題に対して検討を重ねていく。 

 

（４）組織・管理運営 

 全項目の評価点は比較的高い点数であったが、「教員の適正配置」がやや低かったのは、

細項目中の「教員組織は運営に必要な人数と職種が配置されている」の項目の点数が低

かったことによる。専任教員数は充足されたが、看護教育経験の少ない教員がいること

で、経験のある教員がその指導に加え日常的な業務に追われている状況が、前述の「教

育活動・教育指導のあり方」の「授業評価」等の項目の点数が低いという結果に影響し

ているといえる。 

最新の医療・看護との乖離が生じないように看護経験も考慮した計画的な教員の確保、

教員の資質向上及び人材育成について今後も継続的に働きかけていく予定である。 

学校運営に関しては、年間事業計画を立案し行っている。毎月１回の職員会議等で学

校行事等の予定を確認し、業務分担の担当者を中心に企画・検討・評価を行っている。 

令和３年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の状況を確認しながら、できる限り、

学校行事を実施し、保護者が本校の教育活動を知る機会を拡大してきた。 

  情報管理のシステム化により業務の効率化を図るとともに、学生等の個人情報管理は

担任・副担任による複数確認を行い、保管にあたっても常時施錠を行う、パスワードを

設定するなど、職員一人ひとりが厳重に取り扱うように心がけている。この点について

は今後も引き続き意識していくことが重要である。 
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学生の健康管理については、年１回の健康診断、実習での感染症予防のための予防接 

種、インフルエンザ等学校感染症における出席停止措置等、学校保健健康管理項目を規定

し、適切に行っている。新型コロナウイルス感染症関連では、ワクチン接種を医療従事者

に準じて集団で実施し、学内及び学外の生活について感染予防の徹底を図ってきたが、患

者及び濃厚接触者となった学生が複数人おり出席停止等の措置をとった。また、カウンセ

リング相談を必要に応じ利用できるようにしている 

 

学生自治会・課外活動は、学生主導で実施されており、特に学校祭の企画運営に力を

発揮している。これには担当教員を置いて学生の相談・報告等を受けながら助言・指導

を行っている。 

 

当校は経済的な事情を抱えた学生も在籍しており、学生支援員を配置し、奨学金に関

して丁寧な説明を行うとともに、現在の生活状況と返還を考えて借入するよう相談・指

導を行っている。学生の中には、長野県看護職員修学資金、日本学生支援機構の奨学金 

 を活用する者のほか、入学時にすでに病院の奨学金を受けている学生も見られるように

なってきている。また、土日・放課後等にアルバイトに従事する学生も多く、経済面が

学業に影響しないように学生の生活面も含めた相談指導が必要と思われる。 

 

学生寮は全室個室で寄宿料は低額であるため、一定の利用が維持されているが、築 30

年が経過しており、老朽化による不具合が生じている。寮は規則に則った自主的な管理

運営を行っており、集団生活を安全に、気持ちよく遅れるように担当職員４名を決め、

相談・指導にあたっている。 

しかし、学生アンケートの「学生支援」の下位項目をみると「ボランティア活動や自

治会活動への支援」「リラックスできる環境整備」「学生寮」の３項目において点数が低

かった。新型コロナウイルス感染症防止のためボランティア活動を中止としたこともあ

るが、学生の学習活動以外の分野や生活面で、より一層の支援を求めていると思われる。 

保護者に対しては入学時の保護者向けのオリエンテーション時に保護者会への参加と

学生の学習環境を整えるための協力を依頼している。保護者には年度末に単位習得状況

（成績表）を郵送する他、学生が学びをまとめる科目として、「誓いのとき」（以前の戴

帽式）や事例研究発表会等の行事にも来校していただくように案内し、学生の姿を見る

機会を持っている。また、学校ホームページでは学生たちの日々の学習の様子を紹介し

ている。参加された保護者からは学びの状況が見えてよかった等の意見をいただいてい

る。今回オンライン調査で実施したため、保護者アンケートの回収率に学年での差が出

ており。主に学校に慣れて実習等に出る３，４年生の保護者からの回答が多かった。そ

のため、学生の学習状況に関心が向けられ、「教育・学習活動に参加する機会が十分にあ

る」「教育学習活動に関する情報提供は十分に行われている」の評価点数（４段階評価）

が低く、学生の学習状況を知っていただくための方策について、また、学生個々に合わ

せた支援や施設面への要望の声もいただいており、さらに検討が必要である。 
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令和４年度は前述のとおり新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、保護者

に直接学びを見ていただく機会が十分に持てなかった。 

 

学校運営にあたっては、保護者の意見や要望の反映も重要であり、今後、学校運営に

保護者の関心を寄せていただく方策も検討していく必要がある。 

 

（５）教育環境（施設整備） 

下位項目では、概ね良い評価点数となり、例年とほほ同じ結果となった。 

学生専用のコピー機や視聴覚教室、OA 教室を設置し、学生がパソコンを使用できる 

ように必要台数を整えているが、施設や備品の老朽化に伴い、不具合が生じてきていた。

令和４年度情報科学教育システムの改善としてインターネット回線の増強と Wi-Fi 環境

の改善を行った。新規のパソコン５台を各学年と視聴覚室に配置し、OA 教室の 41 台の

システム更新を行った。 

学習教材は定期的に点検を行い、教材の更新は優先順位をつけて計画的に実施してい

る。令和４年度は演習用低床ベッド４台、サイドテーブル 20 台。教材用 DVD 11 本を購

入した。高価な教材が多いため病院の研修センターの教材のリースを利用するなど、今

後も工夫しながら行っていく予定である。 

図書室については、学生便覧に利用方法を記載し、朝夕に加え、授業の空き時間や長

期休業中等も静かな環境で学習ができる場としている。 

図書の管理はパソコン・バーコードを用いて行うシステムを構築し、学生が利用しや 

すく、紛失図書の減少が図られ、図書の検索の活用等の管理と利便性が向上した。図書

の購入も計画的に実施しており、基礎分野に関する図書は 1,890 冊、専門基礎及び専門

分野に関する図書は 5,150 冊、学術雑誌については 31 種類をそろえており、卒業生も看

護研究のために利用することもあるが、同時に同じ図書を必要とする学生数に見合うだ

けの冊数はないため、今後も引き続き、古くなった図書の入れ替えや学生の参考として

必要な図書や視聴覚教材の選定購入など、定期的に蔵書管理を行い、図書室の活性化を

図っていきたいと考えている。 

災害対応については平成 29 年度マニュアルを整備し学生便覧により学生に周知して

いる。例年学校及び学生寮において年２回防災訓練を実施しており、今後も引き続き、

地元消防署の協力を得ながら実施していく予定である。 

 

（６）学生の受け入れ 

大項目平均は 3.9 点で概ね良い評価点数となった。 

学校説明会を通常年２回開催し、３つのポリシーにより当校の理念・目的・育成人材

像等について生徒・保護者・高校教員等に説明してきた。しかし新型コロナウィルス感

染症の対応のためここ２年間は中止及び１回の開催に変更。令和４年度も１回の開催と

なった。 

しかし、進路アドバイザーによる活動は県内 86 校の学校訪問、校内ガイダンス９校、

集合型進路ガイダンス５回となっており、その他個別学校見学等の対応に努めた。 
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入学試験に当たっては、学校ホームページでアドミッション・ポリシーや入学試験の

要項を公開して制度を周知しているが、ここ数年、毎年受験者数が減少している。これ

は令和元年度長野市に私立看護系大学２校が開学したことに加え、令和２年度から開始

された高等教育の就学支援新制度により、私立大学進学への経済的ハードルが下がった

ことが影響していると思われる。今後も他の専門学校、看護系大学にはない当校独自の

４年制や選択制大学併修の魅力を発信し、確かな意思を持った質の高い学生の確保に努

めていきたい。 

 

（７）卒業生の状況  

当校は履修年限４年のため、卒業時には「高度専門士」の称号が付与される。令和４

年度の卒業生は実習病院をはじめとする県内外の病院に就職している。また、１名が助

産師を目指し進学をした。また、最近の傾向として就職活動の時期が前倒しになってき

ていること、医療機関の最近の情勢などの学生のニーズも高く、入学時から情報を提供

し学生相談・支援を行っている。 

また、１年次から未来の自分を描きながら看護学生として先を見据え自己成長の振り

返りの経験の意味づけをする「キャリアパスポート」を行っている。これにより自己課

題が明確になり特に４学年は国家試験を意識した取り組みに成果をあげている。４年制

移行後の卒業生は６年連続 看護師国家試験 100％の合格率であった。 

４年度卒業生に対し、「卒業時の到達度」「技術項目の卒業時の到達度」の調査を行っ

た。いずれも４段階での 3.6 点以上で、卒業時に目指す姿に近づいていると考えられる。 

技術項目の卒業時の到達度」では、国の基準に到達できている。 

また、令和４年度は４年制看護学校としての教育に対する評価として 22 期性から 25 期

生の卒業生に調査を行った。「４年制看護専門学校を選択して良かった」との回答は79.8% 

理由として「４年かけてゆっくり学ぶことができ、私生活でも同級生との時間を大切に

できた」「他校と比較して、当校は実際の現場で活かせる学習・経験が多くできた。」「実

習と実習の間が空いていたので、実習の振り返りや次の実習の勉強がじっくりできた」

等の回答が多く寄せられた。「高度専門士の称号にふさわしい理由」としては図１による

と、より専門的な学習を受けていること、看護実践能力の高さを自覚している卒業生が

多いと認識していることがうかがえた。 

 

 
0 10 20 30 40 50 60

その他

自主性、主体性が高い

演習、実習の充実により、看護実践能力…

授業時間が多く、より専門的な学習を受…

高度専門士にふさわしい理由図１
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  在校の４年間で得たものの回答では、圧倒的に「多様な価値観を理解する力」当校の

教育理念である「社会の中で生活する様々な人間の在り方や価値観を理解する」という

点が学生時代に浸透していると考えられる。（図２） 

 

 
 

就職後、他の教育課程との違いについてどのように感じているかの問いに対し、３年

課程看護専門学校卒業生（専門士）との違いを感じたと回答した者は、入職後 20 名

（23,8％）現在 15 名（17,9%）であった。自由記載には「当校のほうが知識量、援助の

練習量・経験数が多い。病態から看護の勉強量、勉強方法が身についている。」「退院支

援の視点、在宅看護や地域との連携の理解。主体性と積極性がある。」「倫理観。患者を

知ろうとする思い、患者への関心が高い。」などが挙げられていた。 

 

給与水準については高度専門士が就職先でどのように認識されているかという点に係

ってくることから、今後、就職先等にさらに実態把握し、更なる働きかけが必要である

と考える。 

 

 

（８）社会貢献 

  学校ホームページを毎月更新し、学校生活や行事の様子を公開しており、毎年の学校

祭は、地域との交流をテーマに実施している。 

ボランティア活動や地域との交流の場となっている学生自治会主催のクリスマスのイ

ベントなどは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止や縮小して行った。 

新型コロナウイルス感染症の影響がなくなった時には、地域社会の一員として果たす

べき役割を考えられるように、内部組織の委員会、自治会活動を活性化し今後も地域と

の交流を図ることができる企画運営ができる力がつくよう考えていきたい。 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

倫理的な判断力

技術力

多職種協働

主体的な学習継続力

科学的根拠のある看護

専門的知識

豊かな人間性

共感力

自己への洞察力

多様な価値観を理解する力

在校の４年間で得たもの図2
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（９）研修・研究活動 

下位項目は、概ね良い評価点数となった。 

県内の看護師養成所の教員と実習施設の指導者で構成している「長野県看護教育研究

会」に加入し、各看護学校との情報交換を行っている。 

  引き続き必要な情報・研修については Web セミナー等も活用し、今後も研鑽を積んで

いきたい。 

 

（10）学校評価・法令遵守 

  平成 29 年度に自己点検・評価の取り組みを開始し、平成 30 年度から評価項目を設定

して教職員の自己評価とともに、学生、保護者へのアンケート調査を実施した。また、

令和２年度からは、卒業時の到達度及び技術項目の卒業時の到達度の評価も行った。学

校評価については、卒業生や関係機関などへのアンケート調査など、評価に必要な基礎

的なデータの整備は必要ではあるが、ようやく評価システムが機能し始めており、この

項目に関して概ね良好な評価点数となった。 

  

今後、学校評価を継続して行い、結果を検討、改善することでＰＤＣＡサイクルを回

し、評価結果を明らかにすることで当校の教育活動の質の向上、地域関係機関との連携

強化に活用できるように、課題を認識し、教職員が一丸となって社会から期待される人

材育成に努めていきたいと考えている。なお、今回初のオンライン調査を行い回収率等

の差があること等が分かった。課題を明確にし今後につなげたい。 

 


